
現在の火葬炉は、株式会社宮本工業所が特許取得したものである。特殊な

構造であり、補修工事に専門技術が必要となることから地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第2号の規定により随意契約する

もの。
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5,260,000予 定 価格 （税 抜）
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※郵便見積徴取のため出欠欄の記載はありませ
ん。


